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１ クロアチア共和国 
 
（１）商標法の動向等 

1) クロアチアでは、2004 年 1 月 23 日からマドリッド協定議定書が発効している。な

お、クロアチアはマドリッド協定にも加盟しており、マドリッド協定は、1991 年 10
月 8 日に発効している。 

 
2) 現行のクロアチアにおける商標に関する法規定は商標法に言及されており、当該商

標法は NN173/2003（2004 年 1 月 1 日施行）に承認され、その後幾度の法改正を経

て、現在では NN49/2011（2011 年 5 月 7 日施行）の法令によって改正されたものが

効力を有している1。 
 

3) 商標規則については NN66/2011（2011 年 6 月 15 日施行）が効力を有している2。 
 

4) クロアチア知的財産庁（SIPO）について 
クロアチア知的財産庁は、知的財産権分野を所轄する行政局である。クロアチア知

的財産庁は工業所有権（特許、商標、工業意匠、地理的表示、半導体製品の回路配置）

の登録手続の実行及びこれに付随する専門的活動及び立法活動を行っている。立法及

び専門的側面の活動には著作権及びこれに関連した権利を含む。 
立法及び専門活動さらに権利の付与手続に加えて、知的財産庁の活動の重要な側面

として知的財産の分野の情報の提供及び役務の提供、知的財産権の権利行使のために

他の機関との連携、イノベーション活動支援、更には経済団体及び R&D 団体との協

力を行っている。 
 
 
（２）商標の定義 

商標の定義は、商標法第 2 条「商標として保護される標章」に規定されている。そ

こでは「視覚的に表現可能な標章、特に、単語、人名、図形、文字、数字、商品又は

その包装の形状、三次元形状、色彩、及びこれらの結合は、商標として保護される。

ただし、これらの標章が一の者の事業に係る商品又は役務から他の者の事業に係る商

品又は役務から識別することができる場合に限る。」と規定されている。 
 

1) 団体商標について 
団体商標については商標法第 53 条「団体商標」に規定されている。 

第 53 条 

                                                      
1 http://www.dziv.hr/files/File/eng/zakon_zig_ENG.pdf 
2 http://www.dziv.hr/files/File/eng/pravilnik_zig_eng.pdf?v=2 

http://www.dziv.hr/files/File/eng/zakon_zig_ENG.pdf
http://www.dziv.hr/files/File/eng/pravilnik_zig_eng.pdf?v=2
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本法第 2 条の意味における如何なる標章は、商標出願に示されており、他の事業者

の商品又は役務から特定の法人の構成員・パートナーの商品又は役務を識別する機能

があり、その法人の構成員・パートナーによって市場に置かれた商品又は役務が団体

の指示のもとに提供されている限り、団体商標として保護される。 
 

2) 保証商標について 
保証商標については商標法第 54 条「保証商標」に規定されている。 

第 54 条 
本法第 2 条の意味における如何なる標章は、商品又は役務の品質、出所、製品の種

類、その他商標所有者の監視下にある事業者の商品又は役務の共通の特徴を示し、使

用されるものは、保証商標として保護される。 
 
 
（３）方式要件 

日本を本国官庁として、クロアチアを領域指定した国際登録出願を行う場合の、出

願書類(MM2)の記入に関する留意点については、以下のとおりである。 
 

出願書類(MM2)の記載 
(1) 出願人（出願人が法人である場合の表示） 

国内法において、出願人の表記について特に規定されていない。 
資格を有する登録特許商標代理人（以下「現地代理人」という）の情報によると、

法人の表示については「Kabushiki Kaisha」の標記でも特に問題は生じない。ただし、

クロアチア知的財産庁に対する代理人を選任するための委任状と国際登録の名義人

の表記は完全一致になっている必要がある。 
 

(2) マーク 
商標の定義は本報告書「（２）商標の定義」に記載の通りである。MM2 の第 7 欄(a)

には基礎出願又は基礎登録と同じ標章の複製を掲載する (マドリッド共通規則

9(4)(a)(v))。 
 

(3) 標準文字制度 
クロアチアにおいて、標準文字制度は存在しない。従って、MM2 にて標準文字の

宣誓を行った場合には、文字標章とみなされる。文字標章とは、出願された商標が文

字、数字、句読点、及びクワーティキーボードの標準キーに存在するその他の特別な

標章又はこれらの結合であり、特別な外観又は色彩を備えていない標章である（商標

規則第 3 条第 1 項）。 
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(4) 色彩に係る主張 
単色又は色彩の結合にかかる商標については保護可能で（商標法第 2 条）、これら

について保護を要求する場合、MM2 の第 7 欄(d)「The mark consists exclusively of a 
color or a combination of colors as such, without any figurative element（本標章は色

彩のみ又は色彩のみの組み合わせにより構成されている。）」をチェックする必要があ

り、国際的に用いられている色彩特定手段にて、色彩を記述しなければならない（商

標規則第 6 条第 1 項）。商標が色彩を有する場合には MM2 の第 7 欄(a)に色彩を付さ

れたものを付さなければならない（商標規則第 4 条第 3 項）。 
 

(5) 標章音訳 
ラテン文字以外の文字からなる商標は、マドリッド共通規則 9 規則(4)(a)(xii)の規

定により、MM2 の第 9 欄(a)の記載が必須である。したがって日本語の文字からなる

商標の場合、その音訳を MM2 の第 9 欄(a)にラテン文字で記載する必要がある。 
 

(6) 標章の翻訳 
特段の規定はない。 

 
(7) 商標が意味を持たない造語を含む場合 

商標が特定の意味を持たない造語の場合、MM2 の第 9 欄(c)「The words contained 
in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated).」にチェックを入

れる。 
 

(8) 立体商標 
立体商標は、MM2 の第 9 欄(d)「Three-dimensional mark（立体商標）」である旨

をチェックした場合には立体商標として扱われる（商標法第 2 条）。立体商標は写真

または図によって示されなければならず（商標規則第 5 条第 2 項）、これは立体的特

徴を明確に示している必要がある（同第 3 項）。図で立体商標を示す場合、黒の均一、

かつ明確な線で記載されなければならない。図には、網掛けや陰線を含んでいてもよ

い（同第 4 項）。 
 

(9) 音響商標 
MM2 の第 9 欄(d)「Sound mark（音響商標）」にチェックを入れた場合には音響商

標として扱われる（商標法第 2 条）。 
 

(10)  団体商標 
MM2 の第 9 欄(d)「Collective mark, certification mark, or guarantee mark（団体商

標、証明商標、保証商標）」をチェックした場合、団体商標又は保証商標として扱わ
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れる（商標法第 53 条及び第 54 条）。 
なお、これらの商標に関する国内出願については、団体商標に関する規約を提出す

ることが求められるが（商標法第 57 条）、国際登録の領域指定の場合は、提出は不要

となる3。 
 

(11) 標章の記述(説明) 
特段の規定はない。 

 
(12) 標章の称呼 

特段の規定はない。 
 

(13) ディスクレーム制度 
ディスクレーム制度は存在しないため、かかる部分は審査で考慮されない。 

 
(14) 商品及び役務 

商品及び役務の国際分類に関するニース協定に基づく分類一覧に従い記載する（商

標法第 16 条、商標規則第 11 条）。なお、クラスヘディングは一部認められているが、

以下の表示は認められない。 
Class 6: Goods of common metal not included in other classes; 
Class 7: Machines;  
Class 14: Goods in precious metals or coated therewith; 
Class 16: Goods made from paper and cardboard; 
Class 17: Goods made from rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica; 
Class 18: Goods made of these materials [leather and imitations of leather]; 
Class 20: Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,horn, 

bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; 

Class 37: Repair; installation services; 
Class 40: Treatment of materials; 
Class 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of 

individuals. 
 

これらについては以下の提案がなされている。 
Class 6: Construction elements of metal; building materials of metal; 
Class 7: Agricultural machines; machines for processing plastics; milking machines;  
Class 14: Works of art of precious metal; 

                                                      
3 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc
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Class 16: Filtering materials of paper;  
Class 17: Rings of rubber;  
Class 18: Briefcases [leather goods]; 
Class 20: Door fittings, made of plastics; figurines of wood; 
Class 37: Shoe repair; repair of computer hardware; installation of doors and 

windows; installation of burglar alarms; 
Class 40: Treatment of toxic waste; air purification; 
Class 45: Personal background investigations; personal shopping for others; adoption 

agency services. 
（出典：http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/pt.html?part=misc） 

 
(15) 使用の意思の宣言 

使用の意思の宣言書の提出を求めるマドリッド共通規則第 7 規則(2)に基づく宣言

をしていないため、不要である。 
 

(16) その他 
特段の規定はない。 

 
  

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/pt.html?part=misc
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（４）審査 
① 実体審査の概略 
クロアチアの実体審査の概略フローを以下に示す。 
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クロアチア知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合にはクロアチ

アの国内出願と同様の基準及び手順で審査を行う（商標法第 60 条）。 
クロアチアの場合、絶対的拒絶理由についてのみ審査を行う（商標法第 5 条、第 21

条第 1 項）。その他の相対的拒絶理由については、異議申立があった場合にのみ審査す

る（商標法第 6 条、第 27 条）。 
実体審査の結果、拒絶理由が発見されず、かつ、異議申立がされなかった場合、ク

ロアチア知的財産庁は保護認容声明を国際事務局に送付する（マドリッド共通規則 18
規則の 3(1)）。また、国際事務局は当該通知を国際登録の名義人に送付する（マドリッ

ド共通規則 18 規則の 3(5)）。 
一方、国際登録の指定商品又は役務の全部又は一部に拒絶理由があると判断された

場合、又は、異議申立がなされた場合、クロアチア知的財産庁は国際事務局を通じて

国際登録の名義人に対して拒絶理由を記載した暫定的拒絶の通報を送付し、意見書及

び結論に影響を与える新事実に関する証拠を提出する機会を与える（商標法修正第 24
条第 1 項、マドリッド共通規則 17 規則(1)(4)）。クロアチア知的財産庁から国際事務局

への通知は領域指定の通知日から 12 ヶ月以内に行われる（マドリッド協定議定書第 5
条(2)(a)）。 

暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、クロアチア知的財産庁が暫定的拒絶の通報

を発行した日から 4 ヶ月以内とされている（商標法第 64 条、第 24 条第 1 項）。なお、

暫定的拒絶の通報の通知書中 VII 項 i)には応答期限日が記されている。当該応答期限は、

60 日を限度として延長することができる（商標法第 24 条第 3 項）。 
他方、異議申立に基づく暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、指定した代理人が

異議申立の副本を受領した日から 60 日以内となっている（商標法第 65 条第 3 項）。こ

の期間は延長することができない（同第 4 項）。国際登録の名義人は、現地代理人を選

任し委任状を提出するための期間として、クロアチア知的財産庁が暫定的拒絶の通報

を発行した日から 4 ヶ月の期間が与えられ（商標法第 65 条第 3 項）、異議申立の副本

は委任状提出の後、代理人に送付される。 
 

応答の結果、拒絶理由が解消された場合、保護付与の決定がなされ、クロアチア知

的財産庁は国際事務局に保護認容声明を送付し、国際事務局は当該通知を国際登録の

名義人に送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(2)(5)）。なお、通常の国内出願の

場合には異議申立のための公告が行われるが（商標法第 25 条第 1 項）、国際登録につ

いては国際事務局が行う国際登録の公告がそれに代わるものとなる（商標法第 65 条第

1 項）。 
 

暫定的拒絶の通報に対して応答がなく、拒絶理由が解消していない場合には指定商

品又は役務の全部又は一部の拒絶は、決定をもってなされる（商標法修正第 24 条第 4
項及び第 5 項）。 
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国際登録の名義人が当該拒絶決定に不服がある場合、当該拒絶決定があった日から

2 ヶ月以内に審判部に不服申立することができる（商標法修正第 20 条第 2 項）。審判部

への不服申立の結果拒絶理由が解消されなかった場合には、審判部は拒絶の決定を行

う（商標法第 74 条 c 第 1 項）。この決定に不服の場合には、行政訴訟に関する法律に

従い、行政裁判所に訴えを提起することができる（商標法修正第 20 条第 4 項）。不服

申立の手段が尽きた場合には、クロアチア知的財産庁は保護拒絶の確定声明を行い、

国際事務局にその旨を通知する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(3)）。国際事務局は

当該通知を国際登録の名義人に送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(5)）。 
不服申立を経て保護が認められた場合には保護付与の決定がなされ、クロアチア知

的財産庁は国際事務局に保護認容声明を送付し、国際事務局は当該通知を名義人に送

付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(2)(5)）。 
 

② 審査内容 
国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、クロアチア知的財産庁は、拒絶理

由の有無について実体審査をする（商標法第 60 条）。 
拒絶理由の内容は、絶対的拒絶理由（商標法第 5 条）及び相対的拒絶理由（商標法

第 6 条）がある。ただし、相対的拒絶理由は異議申立が行われた場合にのみ審査する。

商品又は役務の一部に関してのみ拒絶理由が存在する場合には、拒絶は当該商品又は

役務のみが対象となる(商標法第 24 条第 1 項)。 
 

③ 暫定的拒絶通報の期間 
国際事務局がクロアチア知的財産庁に対して領域指定を通知した日から 12 ヶ月以

内にクロアチア知的財産庁から拒絶理由に関する暫定的拒絶の通報を国際事務局に通

知する（マドリッド協定議定書第 5 条(1)）。 
 

④ 絶対的拒絶理由の内容 
絶対的拒絶理由の内容(商標法第 5 条) 
以下が絶対的拒絶理由に該当する。 

1) 商標法第 2 条に示された商標として保護されない標章 
2) 指定商品又は役務に関して識別性を有していない標章 
3) 商取引において、商品又は役務の提供にかかる種類、品質、量、用途、価値、

原産地、もしくは商品の生産時期、その他商品又は役務の特徴を示す標章又は表

示のみからなる標章 
4) 日常語において、もしくは善意のかつ確立された商習慣において常用されるよ

うになっている標章又は表示のみからなる標章 
5) 商品の特質に由来する形状、もしくは技術的成果を得るため必要な商品の形状、

もしくは商品に実質的価値を与える形状のみからなる標章 
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6) 公序良俗に反する標章 
7) 商品又は役務の性質、品質及び原産地に関して公衆を誤認させる内容の標章 
8) 権限を有する当局によって許可されていない商標であって、工業所有権の保護

に関するパリ条約第 6 条の 3 に従い拒絶されるべき標章 
9) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する地理的表示を含み又はそれよりなる標章

であって、当該等産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒のための標章 
10) クロアチア共和国の当局者の許可を除き、名前もしくは名前の略語を含むもの、

国の紋章、象徴、国旗、又他のクロアチア共和国の公的標章、もしくはそれを有

している模倣を含む標章 
11) クロアチアの領域内で効力を有する出所又は地理的表示からなる標章。ただし、

当該出願が出所又は地理的表示の登録要求の出願日よりも後に出願され、それら

の表示が同じ分野の商品又は役務で登録された場合に限る。 
 

なお、上記 2)ないし 4)については、国際登録の名義人が、出願日前からの継続使用

によって指定商品又は役務に関して識別性を得ている場合には、登録は拒否されない

（同第 2 項）。 
 

⑤ 相対的拒絶理由の内容  
相対的拒絶理由として以下に該当する商標は、異議申立があった場合に限り、登録

されない(商標法第 6 条)。 
1) 先行する商標と同一であり、かつ、同一の商品又は役務を指定している場合（同

第 1 項 1.） 
2) 先の商標と同一性又は類似性があり、商品又は役務についても同一性又は類似

性があるために、先の商標が保護されている範囲において公衆に混同を生じるお

それがある場合（同項 2.） 
ここに「先の商標」とは、以下を意味する（同第 2 項）。 

(a)商標法第17ないし19条4で言及される優先権を有する、クロアチアで登録さ

れている商標 
(b)商標法第17ないし19条で言及される優先権を有する、クロアチアにおいて

有効である条約に基づいて登録されている商標 
(c)登録されることを条件とした商標登録出願 
(d)登録出願の日に、又は該当する場合は当該共同体商標の登録出願について

                                                      
4 商標法第 17 条は、出願の要件（商標法第 15 条第 1 項）を備えた商標出願、或はクロアチアが加盟して

いる協定における出願は、同一又は類似の範囲の後願に対して出願に基づいた優先権を有する旨規定して

いる。 
商標法第 18 条は、パリ条約同盟国又は WTO 加盟国における条約上の優先権に関する規定。 
商標法第 19 条は、博覧会出品に関する出願時の特例に関する規定。 
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主張されている優先日に、パリ条約第6条の2において用いられている「広

く認識されている(周知)」の用語の意味で、クロアチアにおいて広く認識

されている商標 
3) 先の商標と同一又は類似であって、先の商標の指定する商品若しくは役務と同

一又は類似でない商品又は役務の範囲について登録を求める場合、先の商標がク

ロアチアにおいて名声を得ており、かつ、出願商標を正当な理由なく使用するこ

とがその先の商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる

場合（同第 3 項） 
4) 標章の使用が以下の先の権利のいずれかを侵害する場合（同第 4 項） 

(a)個人的な名称に係る権利 
(b)個人的な肖像に係る権利 
(c)著作権 
(d)工業所有権 

ここに「先の権利」とは、その権利が商標の登録出願日（優先権主張がある場

合は、優先日）前に取得されたものを意味する。 
5) 商標の使用が、会社を所有している第三者の権利を侵害する場合（同第 6 項）。

ただし、出願人が、出願時に同一又は類似の会社を所有していない場合であり、

かつ、その会社若しくはその会社の重要な部分が、出願された商標と同一又は類

似し、同一又は類似する商品又は役務がその会社の活動の対象となっている場合

に限る。 
6) 先の商標と同一又は類似し、指定商品又は役務も同一又は類似する場合で、先

の商標の更新がされずに消滅して 2 年経過しない場合（同第 7 項）。ただし、当

該先行商標の権利者から同意書を取得した場合、又は当該先行商標が使用されて

いない場合は除く。 
7) 商標の所有者の承諾なくその代理人の名義で登録された場合（商標法修正第 6
条第 8 項） 

 
 
（５）暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 

① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶/一部拒絶の取扱い 
1) 日本国特許庁を本国官庁とする場合、暫定的拒絶の通報に使用されている言語はフ

ランス語及びクロアチア語の併記となる。 
  

2) 暫定的拒絶の通報には、対象国際登録番号、国際登録名義人、拒絶の根拠、拒絶の

対象となっている商品役務、拒絶理由及び応答方法について記載されている。 
 

3) 全部拒絶／一部拒絶の取扱は、暫定的拒絶通報の、項目(IV)に示されている。拒絶
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の対象が一部の商品・役務に対してのみの場合で、当該暫定的拒絶通報に応答しなか

った場合は、拒絶された対象についてのみ拒絶され（商標法修正第 24 条第 5 項）、拒

絶理由のない商品・役務は保護される（商標法修正第 25 条第 2 項）。 
 

4) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。 
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Ⅰ．国際登録番号 

Ⅱ．国際登録名義

Ⅲ．審査に基づく暫定的拒絶か否か 

Ⅳ．指定商品役務全体に関する拒絶か否か 

Ⅴ．拒絶の理由 

Ⅵ．適用条文 

Ⅶ．手続に関する情報 

暫定的拒絶の通報 
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VII.項の内容 
i) 審査再考に関する応答期限 
当該暫定的拒絶の日から起算される 4 ヶ月、すなわち、OOOO 年 OO 月 OO 日迄である。 
 
ii) 再考要求の提出先の機関 
クロアチア知的財産庁 
 
iii) 代理人の指定に関する情報 
国際登録の名義人は、クロアチアで認められた代理人を通じてのみ、本件の暫定的拒絶に対

する意見を述べる再考の要求をすることができる。 
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Ⅺ. 関連条文 
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② 暫定的拒絶通報への応答期間 
1)「（4）審査 ①実体審査の概略」の欄で述べたとおり、暫定的拒絶の通報に対する

応答期限は、クロアチア知的財産庁が暫定的拒絶の通報を発行した日から 4 ヶ月

以内とされている（商標法第 64 条、第 24 条第 1 項）。暫定的拒絶の通報の通知書

中 VII 項 i)には応答期限日が記されている。当該応答期限は、60 日を限度として

延長することができる（商標法第 24 条第 3 項）。 
他方、異議申立に基づく暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、指定した代理人

が異議申立の副本を受領した日から 60 日以内となっている（商標法第 65 条第 3
項）。この期間は延長することができない（同第 4 項）。国際登録の名義人は、現

地代理人を選任し委任状を提出するための期間として、クロアチア知的財産庁が

暫定的拒絶の通報を発行した日から 4 ヶ月の期間が与えられ（商標法第 65 条第 3
項）、異議申立の副本は委任状提出の後、代理人に送付される。 

 
2) 領域指定の通報がなされた日から 12 ヶ月以内にクロアチア知的財産庁により暫

定的拒絶通報が送付されたにもかかわらず（マドリッド協定議定書第 5 条(2)(a)）、
国際登録の名義人がこれに応答しなければ、国際登録の領域指定は、拒絶理由を

有する指定商品又は役務に関し、クロアチアにおける権利保護の付与が拒絶され、

失効する（商標法修正第 24 条第 4 項及び第 5 項）。 
 

③ 現地代理人の必要性の有無 
暫定的拒絶の通報に対する応答について、国際登録の名義人がクロアチア国内に、

住所又は真正の工業上又は商業上の営業所を有さない場合には、現地代理人を指定す

る必要がある（商標法第 74 条第 1 項）。 
 

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 
上記③で述べたように、国際登録の名義人は暫定的拒絶の通報に対する応答を自身

で行うことが可能な場合があるが、クロアチアに施設又は住所を有していない名義人

の場合は、現地代理人を選任し、その現地代理人の住所をクロアチア知的財産庁に届

け出る必要がある。また、応答に際して、指定商品及び役務の一部減縮（MM6）は、

国際事務局に対して手続を行うことができる（マドリッド共通規則 25(1)(a)）。したが

って、国際登録の領域指定に係る指定商品・役務の減縮（MM6）により、暫定的拒絶

の通報に記載された拒絶理由が解消していれば、登録は認められると考えられる。  
ただし、当該変更が国際事務局から通知されるのが暫定的拒絶の通報の応答期間経

過後になると国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定する可能性があるため、当該変

更を申請した旨を通知しておくことが望ましい。 
 

⑤ 暫定的拒絶通報に対しクロアチア知的財産庁に直接応答しない場合又は直接応答
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後も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略 
国際登録名義人が応答しなかった場合、又は応答後も拒絶理由が解消しない場合、

拒絶の決定がなされる（商標法第 23 条）。拒絶の決定前に再度意見を述べる機会は与

えられない。ただし、拒絶の決定に対する不服申立は可能である（本報告書（１０）

上訴参照）。その後、クロアチア知的財産庁は保護拒絶（全部）の確定声明を国際事務

局に対して送付し、国際事務局から名義人にその旨通報する（マドリッド共通規則 18
規則の 3(3)(5)）。 

 
 
（６）拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 

暫定的拒絶の通報に記載された拒絶理由が解消され、又は暫定的拒絶の通報が無か

った場合には、クロアチア知的財産庁にて権利保護の付与が決定する。クロアチア知

的財産庁は国際事務局に保護（一部又は全部）認容声明を送付する（マドリット共通

規則 18 規則の 3(1)又は(2)）。国際事務局は、当該通知を国際登録の名義人に送付する

（マドリッド共通規則 18 規則の 3(5)）。 
 
 
（７）登録 

① 登録簿 
クロアチア知的財産庁において、国際登録の領域指定についてクロアチアにおける

保護が認められると、クロアチア知的財産庁にて管理されている商標登録簿にその旨

が登録される（商標法第 63 条）。その後、工業所有権公報にその旨が掲載される（商

標規則第 17 条）。 
登録簿は閲覧の対象となり、請求により写しを入手することができる（商標法第 71

条）。 
 

② 登録証書の発行 
登録証書は発行されない。 

 
 
（８）登録後の注意事項 

1) 商標の不使用に基づく登録取消 
国際登録に対する不使用に基づく取消については、暫定的拒絶の通報の期間経過し

た日（すなわち国際登録の領域指定の通知日から 1 年）、又はその期間経過後も審査に

係属している場合には保護認容声明を国際事務局に送付した日後 5 年間の商標不使用

を理由に、クロアチア知的財産庁に申請された取消請求が認められると、クロアチア

における国際登録の領域指定の保護が取消される（商標法第 46 条、第 66 条、第 67 条
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第 5 項）。ただし、不使用について正当な理由がある場合はこの限りでない（商標法第

46 条第 2 項）。 
不使用に基づく取消の請求がなされた場合には、権利者（国際登録の名義人）は 60

日の応答期間が与えられる（商標法第 47 条第 5 項）。この期間は 60 日を超えない範囲

で延長することができる（同第 6 項）。使用の立証責任は権利者が負う（同第 7 項）。

権利者が答弁書を応答期間内に提出しない場合には、商標は取消請求があった商品又

は役務について取り消される（同第 7 項）。また、必要に応じて口頭審理が開かれる場

合がある（同第 8 項）。 
答弁書が提出された場合、クロアチア知的財産庁は審査を開始するが、場合によっ

ては追加証拠資料や書類の提出を要求する場合があり（商標法第 48 条第 1 項）、提出

期間として要求日から 60 日が認められる（同第 2 項）。この期間は 60 日を超えない範

囲で延長することができる（同第 3 項）。当事者が追加書類を提出しない場合には、そ

の前までに提出された証拠資料に基づいて判断を行う（同第 4 項）。取消請求の提出日

前 3 ヶ月の間の使用は、権利者が取消請求がなされることを認知していた場合には、

使用とみなされない（同第 6 項）。 
取消決定となった場合には、商標登録は不使用取消請求が提出された日に効力が停

止する（同第 8 項）。取消が一部の商品又は役務に関する場合には、その部分が取消と

なる（商標法第 52 条）取消決定は、登録簿に記録され公報に掲載され（同第 9 項）、

クロアチア知的財産庁から国際事務局にその旨通報される(マドリッド議定書第 5 条

(6))。 
 

なお、商標の使用は以下の通り定義されている（商標法第 13 条第 2 項）。 
(a) 登録された商標の構成において、特徴的部分に変更を与えない範囲で、要素に

変更を加えた商標の使用（同第 1 号） 
(b) 単に輸出する目的でクロアチア国内で商品又はその包装に商標を付する行為

（同第 2 号） 
 

また、名義人の承諾、又は団体商標或いは証明商標の使用について権原を有する者

による使用は、名義人の使用とみなされる。 
 

2) 無効の宣言 
商標登録は、出願人適格（商標法第 3 条第 1 項5）又は絶対的拒絶理由（商標法第 5

条第 1 項）違反を根拠に無効の宣言がなされる（商標法第 49 条第 1 項）。相対的拒絶

理由違反（商標法第 6 条）があった場合も無効とされる（商標法第 49 条第 3 項）。請

求は利害関係人が行うことができる（商標法第 2 項及び第 3 項）。無効の手続は異議申

立の手続と同様となる。 
                                                      
5 商標法第 3 条第 1 項 「自然人又は法人は商標登録の所有者又は出願人適格を有する。」 
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なお、登録後に登録商標が無効となった場合は、クロアチア知的財産庁から国際事

務局にその旨通報される(マドリッド議定書第 5 条(6))。 
 
 
（９）異議 

1) 異議申立の期間 
国際登録の領域指定（事後指定を含む。）については、国際事務局が発行する国際

登録の公報発行月の翌月の最初の日から 3 ヶ月間の異議申立期間が設定される（商標

法第 65 条第 1 項及び第 2 項）。異議申立期間は延長することができない。この期間に

おいて、第三者（利害関係人）は保護の付与に対してクロアチア知的財産庁に異議申

立を請求することができる（商標法第 6 条及び第 27 条）。 
異議申立の請求がなされると、クロアチア知的財産庁は、国際事務局に対して異議

申立に基づく暫定的拒絶の通報を送付し、現地代理人を選任し委任状提出するための

期間として、拒絶の通報の日から 4 ヶ月の期間を与える（商標法第 65 条第 3 項）。異

議申立の副本は委任状提出の後、代理人に送付される。異議申立に対する答弁書の提

出期間は、代理人が異議申立副本受領の日から 60 日以内となっている。これらの期

間は延長することができない（同第 4 項）。 
 

2) 異議申立の要件 
(a) 書面により、異議申立人及び出願人を特定し、異議申立の理由を述べる必要があ

る。異議申立には以下の情報を含める必要がある（商標規則第 13 条）。 
(i) 異議申立の対象となる商標の出願番号（マドプロの場合は国際登録番号） 
(ii) 異議申立の対象となる商標出願人の名前及び住所 
(iii) 異議申立人の名前及び住所 
(iv) 異議申立人が代理人を有する場合は代理人の名前及び住所 
(v) 異議申立の対象となる商品又は役務のリスト 
(vi) 異議申立の理由となる商標法第 6 条(相対的拒絶理由)の明確な表示 
(vii) 異議申立の理由に関する証拠 
(viii) 異議申立の理由 
(ix) 異議申立が商標法第 6 条第 1 項、第 3 項、第 4 項第 4 号を根拠とするもので、

異議申立人の名前及び住所が、先行商標の所有者又は他の先行する知的財産

の権利の所有者として記録されている者の名前及び住所と同一ではない場合

には、両者の関係を示す証拠 
(x) 異議申立人又は代理人の署名又は押印 
(xi) 異議申立に関する費用支払いの証明 

 
(b) 異議申立の理由は、次に示す相対的拒絶理由（商標法第 6 条）に関するものに限
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られる（商標法第 27 条第 1 項）。 
(i) 先行する商標と同一であり、かつ、同一の商品又は役務を指定している場合 （商

標法第 6 条第 1 項第 1 号） 
(ii) 同一性又は類似性のある先行商標と同一又は類似の商品又は役務であるために、

公衆の一部に混同又は先行商標と組織的関係があると想起させる虞がある場合

（同第 2 号） 
(iii) 先行商標と同一又は類似する標章であり、かつ、商品又は役務が非類似である

場合。ただし、先行商標がクロアチアで名声を取得し、かつ、正当な理由のな

い後願商標の使用が、先行商標の識別力又は名声に有害或いは不正な利益を得

る場合に限る（同第 3 項）。 
(iv) 標章の使用が個人名、肖像権、著作権、工業所有権の一つを侵害する場合（同

第 4 項） 
(v) 商標の使用が、会社を所有している第三者の権利を侵害する場合。ただし、出

願人が、出願時に同一又は類似の会社を所有していない場合であり、かつ、そ

の会社若しくはその会社の重要な部分が、出願された商標と同一又は類似し、

同一又は類似する商品又は役務がその会社の活動の対象となっている場合に限

る（同第 6 項）。 
(vi) 先行商標と同一又は類似し、指定商品又は役務も同一又は類似する場合で、先

行商標の更新がされずに消滅して 2 年経過しない場合。ただし、当該先行商標

の権利者から同意書を取得した場合、又は当該先行商標が使用されていない場

合は除く（同第 7 項）。 
(vii) 商標の所有者の承諾なくその代理人の名義で登録された場合（商標法修正第 6

条第 8 項） 
 

(c) 異議申立が行われた場合には、クロアチア知的財産庁は異議申立が適切になされ

ているかの審査を行い、不適切な場合には決定を持って異議申立を拒絶する（商標

法第 28 条第 2 項）。 
 

3) 国際登録の名義人の答弁書（商標法第 28 条） 
(a) 異議申立が適切な場合には、指定した代理人に副本を送付し、通知を受領した日

から 60 日以内に異議申立に対する答弁書を提出する機会を付与する（商標法第 28
条第 3 項）。この提出期間は延長することができない（同第 4 項）。また、当該期間

外に追加の主張、証拠や書類を提出することは認められない。 
 

(b) 国際登録の名義人が異議申立の答弁書を期間内に提出しない場合には、商標の登

録は異議申立で申立の対象とされた指定商品・役務の範囲内で拒絶される（同第 5
項）。 
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また、必要な場合には異議申立の手続において口頭審理が開かれる場合がある（同

第 6 項）。 
 

4) 異議申立の審査 
国際登録の名義人が異議申立の答弁書を期間内に提出した場合は、クロアチア知的

財産庁は異議申立にかかる理由の正当性について審査する（商標法第 29 条第 1 項）。

国際登録の名義人が要求する場合には、先行商標の所有者は、異議対象の出願の公告

日前 5 年の間にクロアチア国内で、異議申立の根拠とした先行商標の使用、又は、先

行商標が、異議申立対象の出願の公告日時点において、先行商標の登録日から５年以

下の場合は、不使用であることに正当な理由があることを証明しなければならない（同

第 2 項）。証明できない場合には、異議申立は却下される（同第 3 項）。また、異議申

立の根拠とする先行商標が指定商品又は役務の一部についてのみ使用している場合に

は、異議申立の審査の目的において、その先行商標の登録は使用に係る商品又は役務

について登録されているものとみなされる（同第 4 項）。 
なお、両者の合意による申立により、話し合いによる解決を試みるために、異議申

立の審査の停止を要求することができる（同第 8 項）。ただし、クロアチア知的財産庁

は、審査停止の最初の要求の日から 24 ヶ月を超えない範囲で当事者の一方の要求によ

り、審査を開始する（同第 9 項）。 
国際登録の名義人が異議申立後に指定商品又は役務の減縮を行った場合、クロアチ

ア知的財産庁は異議申立人にかかる減縮を通知し、通知の受領日から 15 日以内に異議

申立理由を維持するかの主張をする機会を与える。異議申立人から意見が提出されな

かった場合には、異議申立は取り下げたものとみなされ、異議申立の手続は終了する

（商標法第 30 条第 3 項）。 
 

5) 異議申立に関する決定 
異議申立の審査の結果、異議申立に理由が無いと判断した場合には、その決定を当

事者に送付する（商標法第 29 条第 5 項）。他方、異議申立に理由があると判断した場

合には、国際登録の領域指定にかかる商標は拒絶され、又は部分的に登録許可され、

決定は当事者に送付される（同第 6 項）。 
クロアチア知的財産庁は、その後国際事務局に保護拒絶確定声明を送付する（マド

リッド共通規則 18 規則の 3(3)）。拒絶が一部の場合にはその部分について保護（一部）

認容声明を送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(2)）。拒絶の決定に対しては、

決定の通知日から 30 日以内に、審判部に不服申立を行うことができる（商標法修正第

74 条 a）。 
異議申立が不成立の場合は、クロアチア知的財産庁は、国際事務局に保護認容声明

を送付する（マドリッド共通規則 18 規則の 3(2)）。 
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（１０）上訴 

1) 上訴期間及び管轄 
クロアチア知的財産庁が行った決定に対しては、不服申立を行うことができる（商

標法修正第 74 条 a）。この場合の管轄は審判部となり（商標法修正第 74 条 b）、決定の

通知日から 30 日以内に提起しなければならない（商標法修正第 74 条 a 第 1 項）。 
 

2) 上訴手続 
不服申立には以下の内容を記述しなければならない（商標法修正第 74 条 b）。 

(a) 不服申立の対象となる決定の表示 
(b) 決定の全体又は一部に不服があるかに関する記述 
(c) 不服申立の根拠 
(d) 不服申立の理由の記述及び主張を裏付ける証拠資料 
(e) 不服申立人の署名 
(f) 代理人がいる場合には委任状 

 
3) 審判部の決定に対する不服申立 

審判部が行った決定に対して不服がある場合には、行政不服申立を行政裁判所に提

起することができる。これは、審判部の決定を受領した日から 30 日以内に提起しなけ

ればならない（行政不服法第 22 条、第 23 条、第 24 条6）。 
 
 
（１１）権利行使 

① 権利の発生時期、条件 
1) 権利発生時期 

国内の商標権は、商標登録が公告（商標法第 34 条）された日から第三者の行為を

排除することができる（商標法第 7 条第 4 項）。 
マドリッド協定議定書に基づく国際登録については、WIPO によって国際登録が公

告された日から第三者の行為の排除が可能となる（商標法第 7 条第 4 項、第 65 条）。 
 

国際登録の領域指定は、国際登録日から 10 年間有効であり、更に 10 年間を単位

として繰り返し更新が可能である。効力の発生は国際登録日又は領域指定請求の記録

日（事後指定の日）から生ずる（マドリッド協定議定書第 4 条(1)(a)）。 
 

2) 登録により付与される権利（商標法第 7 条） 
商標登録により、権利所有者は、権原なき第三者の以下の標章の使用を排除する権

                                                      
6 行政不服法 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=302329 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=302329


22 
 

利を有する（同第 2 項）。 
(a) 商品又は役務が商標登録されたものと同一で、権利所有者の登録商標と同一の標

章 
(b) 権利所有者の登録商標と同一性又は類似性のある標章が、当該登録商標と同一又

は類似の商品又は役務であるために、公衆の一部に混同又は先行商標と組織的関

係があると想起させる虞がある場合 
(c) 権利所有者の登録商標と同一又は類似する標章であり、かつ、商品又は役務が非

類似である標章。ただし、登録商標がクロアチアで名声を取得し、かつ、正当な

理由のない標章の使用が、登録商標の識別力又は名声に有害或いは不正な利益を

得る場合に限る 
これらの標章を、商品自体又はその包装に付す行為、標章を付して商品の販売又は

市場・倉庫に商品を置く行為、役務を提供する行為、標章を付した商品を輸入又は輸

出する行為、商業書類又は広告に標章を用いる行為についても禁止することができる

（同第 3 項）。 
 

3) 権利の消尽（商標法第 11 条） 
商標権の所有者自身又は権原を付与された者が商標を付した商品を、クロアチア領

域内、ＥＵ加盟国内、又は欧州経済地域の加盟国の領域内で市場に流通させることは、

その商品に関する商標の独占権は消尽する。ただし、商標に関する独占権を維持する

必要がある特別な理由が存在する場合にはこの限りでない（商標法修正第 11 条第 1
項）。この場合の特別な理由は、市場に付した後に商品の状態を変化・改変を行った

場合が該当する（同第 2 項）。 
 

4) 商標権の効力の制限（商標法第 10 条） 
第三者の使用が、その第三者の名前又は住所の場合、種類、品質、量、用途、価値、

原産地、もしくは商品の生産時期、その他商品又は役務の特徴を示す標章又は表示か

らなる商標に関する場合、商標権を行使することができない（同第 1 項）。 
また、商活動上及び衡平な競争において確立された誠実な慣習上、その標章の使用

が、付属品や部品等での製品又は役務の目的を表示するために必要な場合にも権利行

使することができない（同第 2 項）。 
さらに、先行する権利が、クロアチアの法律で認められたもので、その権利が認め

られている地域に限り、商標権の効力は及ばない（同第 3 項）。 
 

② 侵害訴訟の提起（差止命令・損害賠償） 
1) 差止命令・没収・滅却 

商標の所有者は、商標法第 7 条第 2 項及び第 3 項に該当する行為を行う権原の無

い第三者に対して、侵害製品を市場から排除し、又は侵害者の費用負担で没収又は滅



23 
 

却することを要求することができる（商標法修正第 77 条第 1 項）。裁判所は、特別な

理由がある場合を除き、前記手続きを進める方法について命令を行う（同第 2 項）が、

侵害の性質及び深刻度を考慮して判断しなければならない（同第 3 項）。 
 

2) 損害賠償 
商標の所有者は、商標法第 7 条第 2 項及び第 3 項に該当する行為を行い、損害を

与えた権原の無い第三者に対して、義務法（Obligations Act）に示される法的賠償の

一般規定に基づき損害賠償を請求することができる（商標法修正第 78 条第 1 項）。 
損害額は、使用料相当額として請求することができる（同第 2 項）。また、取引、判

決又は法律に基づかない無権原者による侵害行為については損失補填又は補償金を

要求することができる（同第 3 項）。 
 

3) 判決の公開要求 
商標の所有者は、侵害の判断が部分的に認められた場合を含め、最終判決を侵害者

の費用負担で公的通信手段に公開することを要求することができる（商標法修正第 79
条）。この場合に裁判所は公開すべき範囲を決定する。 

  
4) 侵害手続における情報公開の要求 

商標権侵害において民事手続きを開始した商標の所有者は、商標権侵害を行ってい

る商品の出所及び取引経路に関する情報を公開することを被告等に要求することが

できる（商標法修正第 79 条 a 第 1 項）。 
 

5) 刑事措置 
クロアチアでは、商標の侵害を取り扱う刑事訴訟がある。 
即ち、他人の商標と同一又は類似の商標を商品又はその包装に使用、製造、偽造、

又は添付し、そのような商標によって特定された商品を販売し、市場に流通させ、又

はその目的のために倉庫に保管し、輸出入し、商業書類・広告又は役務提供時に他人

の商標を使用した法人は、2 万クーナから 10 万クーナの罰金が科される（商標法修

正第 80 条第 1 項）。法人の責任者については 5 千クーナから 1 万クーナの罰金が科さ

れる（同第 3 項）。侵害行為者が自然人の場合には 2 千クーナから 1 万クーナの罰金

に科される（商標法修正第 80 条第 2 項）。 
職人又は個人経営者は、それぞれの職務活動に基づいて商標法第 80 条第 1 項に基

づく侵害を行った場合には５千クーナから 5万クーナの罰金に科される（同第 4項）。 
罰金の対象となった物品は没収され、裁判所はそれを破壊するか、商標を認識でき

ないようにするか、或いは他の目的に使用するかを決定する（同第 5 項）。 
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（１２）議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 
1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い 

国際登録が、本国官庁からの請求により指定商品及び役務の全部又は一部について

取り消された場合は、当該国際登録の名義人は、当該取り消された商品又は役務の全

部又は一部について、クロアチアの国内出願に変更（以下、「転換出願」という。）す

ることができる（マドリッド協定議定書第 9 条の 5）。 
 

(a) 転換出願の条件は以下のとおり。 
(i) 国際登録の取消日から 3 ヶ月以内にクロアチア知的財産庁に転換出願を行った

場合。 
(ii) 国際登録の名義人がクロアチア知的財産庁に対して転換出願を行った場合。 
(iii) 転換出願の指定商品及び役務が、国際登録簿上で取消しとなった指定商品及び役

務のリストに含まれている。 
 

国際登録の取消日前にマドリッド協定議定書に規定される転換出願の要件の全てを

満たす場合、名義人の請求により、その商標は、クロアチア知的財産庁が保管する商

標登録簿に記載される。ただし、最初の 10 年の商標の登録料及び商標データの公報発

行の費用を前払いした場合に限られる（商標法修正第 63 条 a 第 1 項）。 
 

(b) 転換の効果は、転換出願の元となる国際登録の国際登録日（取消となった国際登録

が事後指定によるものの場合は、事後指定日）は、国内登録日として扱われる（同第

2 項）。 
 

(c) 既にクロアチアで保護が確定した国際登録の領域指定について、国際登録の取消し

により転換出願をした場合は、方式審査のみが行わる。他方、クロアチアで審査中の

国際登録の領域指定が国際登録の取消しにより転換出願された場合は、実体審査を含

めた全ての審査の対象となる（同第 2 項）7。 
 
2) 代替 

クロアチアで登録された商標と同一の商標が国際登録の対象であり、かつ、その商

標権者が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録に

より生ずるすべての権利を害することなく、当該国内登録を代替することができる。

代替の請求を受領する条件は、マドリッド協定議定書第 4 条の 2(1)(i)～(iii) 8に記載し

                                                      
7 http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc 
8 マドリッド協定議定書第 4 条の 2 第 1 項  

(i) 国際登録による標章の保護の効果が第 3 条の 3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいる

こと 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc
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た条件のとおりである。 
なお、代替の記録は、クロアチア知的財産庁に対する請求及び所定の手数料の支払

いにより行われ、国際登録（事後指定）の通知を受けた後に請求することが可能とな

る。そして、代替の要件を満たす場合には拒絶期間が経過した日に代替の効果は発生

する。代替する国内登録は取り消されず、国際登録と併存することになる9。 
 

3) ライセンス 
クロアチアは、ライセンスに関する共通規則 20 規則の 2(6)の宣言をしていないため、

国際登録簿へのライセンスの記録はクロアチアにおいて有効と考えられる。 
 
 

（１３）議定書に関する宣言  
クロアチアは、議定書に関するいずれの宣言も行っていない。 

 
 
（１４）クロアチアに特徴的な制度 

クロアチア知的財産庁による商標調査 
 利害関係人は、クロアチアで効力を有する出願中又は登録された商標の同一又は類

似検索を請求することができる（商標法第 73 条）。 
 
  

                                                                                                                                                            
(ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録

においても指定されていること。 

(iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること 
9 WIPO ホームページ：Replies to the Questionnaire on Replacement（Croatia） 
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/replies-1a/reply_hr.pdf 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc の「Replacement」 

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/replies-1a/reply_hr.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/hr.html?part=misc
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（１５）クロアチア知的財産庁ウェブサイト等から入手可能な情報 
① クロアチア商標検索システム 

 
商標検索 
ここでは、クロアチア知的財産庁が提供するデータベースを用いて商標検索を行う手

順を紹介する。 
参照アドレス：http://www.dziv.hr/en/  

 

手順 1:クロアチア知的財産庁ウェブサイトのトップページより、

「E-SERVICES」欄をクリックする。 

http://www.dziv.hr/en/
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手順 2：本サイトに移行すると「E-SERVICES」欄に「On line database search」
があるので、ここをクリックする。 
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手順 3：「E-SERVICES」欄の「On line database search」をクリックすると、

種別が展開されるので「Trademarks」ここをクリックする。 
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手順 5：「Mark (verbal el.)」の条件を「LIKE」（「=」でも同じ。）にし、検索名称を入れ、

必要に応じた商品役務区分を入力し、「Search」をクリックする（ここでは便宜上商標

「*ULTRA*」とし、第 41 類として検索）。そうすると、「ULTRA」を含んだ商標がリス

ト化されて示される。 

手順 4：「E-SERVICES」欄の「On line database search」
で「Trademarks」をクリックすると、検索項目が展開

される。 
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次に、称呼検索（商標）の検索を行い、検索された商標の詳細情報を読み取るまでの手順

を紹介する。 
 称呼入力では入力文字の前後に「*」を加えるとそれを含む文字が検索される。例えば、

「*ULTRA*」とすると、「ULTRA」の文字の前、後、又はその両方に他の文字が加えられて

いる商標の検索が可能となる。 
また、一文字の追加を検索する場合には「?」を加える。例えば、「ULTR?」とすると「ULTR」

の後に欧文字一文字が加えられた 5 文字構成の商標の検索が可能となる。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

番号   登録番号        称呼要素          権利ステータス 

手順 6：リストに示された商標の番号をクリッ

クすると個別の書誌情報が入手できる。 
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(111)  Registration Number：登録番号  
(210)  Application Number：出願番号  
(181)  Expiration Date： 満了日 
(220)  Filing Date：出願日  
(151)  Registration Date：登録日  
(450)  Publication Date：公告日  
(442)  Date of Published Application：出願公開日  
(540)  Verbal Elements：称呼要素  
(732)  Holder(s)：所有者  
(740)  Representative：代理人  
(510)  Goods and Services：商品又は役務  
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② クロアチアにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト  
参照アドレス： http://www.dziv.hr/en/e-services/classifications/ 

 
商品役務名を確認するサイトがあるが、ここをクリックすると WIPO のサイトへとつな

がり、そこで確認することになる。 
 

 
  
 
 
 
 
 
クリックすると、以下のサイトが展開される。 

展開先の URL: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm# 

手順 1：クロアチア知的財産庁ウェブサイトのトップページの「E-SERVICES」欄に

カーソルをあてると「Classification」がでるので、それをクリックすると、左のよう

に展開されるので、「 International Classification of Goods and Services (Nice 
Classification)」をクリックする。 

http://www.dziv.hr/en/e-services/classifications/
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm#
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